


















































































































































































　補償の方針について、補償先行とするか、賠償先行とするかの補償方針は、被災職員の

意思によって選択していただくこととなります。

　なお、加害者との関係性や、過失割合等によりいずれの補償方針を選択すべきか決めか

ねる場合には、基金支部に御相談ください。

す。

　補償の方針について、補償先行とするか、示談（賠償）先行とするかの補償方針は、被

災職員の意思によって選択していただくこととなります。


















































































































































































































































































































